
府中市告示第３９号 

 

 次のとおり道路線の区域を変更するので、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第１８条第１項の規定により告示する。 

 

  令和８年３月３０日 

 

 

府中市長  高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

１ 道 路 の 種 類  市道 

２ 路 線 名  別紙調書のとおり 

３ 区域変更の区間等  別紙調書のとおり 

４ 区域変更の期日  令和８年３月３０日 

５ 図面を縦覧する場所及び期間 

   場 所  府中市役所都市整備部道路課事務室 

   期 間  令和８年３月３０日から２週間 

 

 

 



番号 路　線　名 区分 起　　　　点 経　　過　　地 終　　　　点 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備　考

前 朝日町二丁目２４番９ 朝日町三丁目８番１ 16.00～81.90 375.50

後 朝日町二丁目２４番９ 朝日町三丁目８番１ 16.00～81.90 375.50

面積（㎡）

23.82 69.80 1277.58
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多磨駅東通り

多磨駅東通り
一部区域変更

一　　部　　廃　　止　　区　　間

朝日町二丁目２９番１８～朝日町二丁目２７番４９



府中市道路線一部区域変更案内図

（多磨駅東通り）
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